
昭
和
四
十
八
年
政
令
第
二
百
八
十
六
号

中
小
小
売
商
業
振
興
法
施
行
令

内
閣
は
、
中
小
小
売
商
業
振
興
法
（
昭
和
四
十
八
年
法

律
第
百
一
号
）
第
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第

六
項
並
び
に
第
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を

制
定
す
る
。

（
中
小
企
業
者
の
範
囲
）

第
一
条
　
中
小
小
売
商
業
振
興
法
（
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
二
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定

め
る
業
種
並
び
に
そ
の
業
種
ご
と
の
資
本
金
の
額
又
は

出
資
の
総
額
及
び
従
業
員
の
数
は
、
次
の
表
の
と
お
り

と
す
る
。

　
業
種

資
本
金
の

額
又
は
出

資
の
総
額

従
業
員

の
数

一
ゴ
ム
製
品
製
造
業
（
自
動
車
又

は
航
空
機
用
タ
イ
ヤ
及
び
チ
ュ

ー
ブ
製
造
業
並
び
に
工
業
用
ベ

ル
ト
製
造
業
を
除
く
。
）

三
億
円

九
百
人

二
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
業
又
は
情
報
処

理
サ
ー
ビ
ス
業

三
億
円

三
百
人

三
旅
館
業

五
千
万
円

二
百
人

（
商
店
街
整
備
計
画
の
認
定
の
基
準
）

第
二
条
　
法
第
四
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
当
該
商
店
街
振
興
組
合
等
の
組
合
員
又
は
所
属
員

の
数
が
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
数
以
上
で
あ
る
こ

と
。

二
　
当
該
商
店
街
振
興
組
合
等
の
組
合
員
又
は
所
属
員

の
三
分
の
二
以
上
が
中
小
小
売
商
業
者
又
は
中
小
サ

ー
ビ
ス
業
者
（
サ
ー
ビ
ス
業
に
属
す
る
事
業
を
主
た

る
事
業
と
し
て
営
む
者
で
あ
つ
て
、
法
第
二
条
第
一

項
第
二
号
の
二
又
は
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

で
あ
り
、
か
つ
、
中
小
小
売
商
業
者
の
数
が
中
小
サ

ー
ビ
ス
業
者
の
数
以
上
で
あ
る
こ
と
。

三
　
法
第
四
条
第
七
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
が
振
興

指
針
に
照
ら
し
て
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
法
第
四
条
第
七
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る

事
項
が
当
該
事
業
を
確
実
に
遂
行
す
る
た
め
に
適
切

な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五
　
当
該
商
店
街
振
興
組
合
等
の
組
合
員
又
は
所
属
員

が
そ
の
店
舗
そ
の
他
の
施
設
を
新
設
し
、
又
は
改
造

す
る
事
業
に
あ
つ
て
は
、
当
該
組
合
員
又
は
所
属
員

が
新
設
し
、
又
は
改
造
す
る
店
舗
そ
の
他
の
施
設
の

敷
地
面
積
の
合
計
の
う
ち
中
小
企
業
者
が
新
設
し
、

又
は
改
造
す
る
店
舗
そ
の
他
の
施
設
に
係
る
部
分
が

三
分
の
二
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
組
合
員
又
は

所
属
員
の
二
分
の
一
以
上
（
経
済
産
業
省
令
で
定
め

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
組
合
員
又
は
所
属
員
の

う
ち
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
数
以
上
の
者
）
が
当

該
事
業
に
参
加
す
る
こ
と
。

（
店
舗
集
団
化
計
画
の
認
定
の
基
準
）

第
三
条
　
法
第
四
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
事
業
協
同
組
合
、
事
業
協
同
小
組
合
又
は
協
同
組

合
連
合
会
（
次
号
及
び
第
五
号
に
お
い
て
「
事
業
協

同
組
合
等
」
と
い
う
。
）
の
組
合
員
又
は
所
属
員
の

数
が
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
数
以
上
で
あ
る
こ

と
。

二
　
当
該
事
業
協
同
組
合
等
の
組
合
員
又
は
所
属
員
の

三
分
の
二
以
上
が
中
小
小
売
商
業
者
又
は
中
小
サ
ー

ビ
ス
業
者
で
あ
り
、
か
つ
、
中
小
小
売
商
業
者
の
数

が
中
小
サ
ー
ビ
ス
業
者
の
数
以
上
で
あ
る
こ
と
。

三
　
法
第
四
条
第
七
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
が
振
興

指
針
に
照
ら
し
て
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
法
第
四
条
第
七
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る

事
項
が
当
該
事
業
を
確
実
に
遂
行
す
る
た
め
に
適
切

な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五
　
当
該
事
業
協
同
組
合
等
の
す
べ
て
の
組
合
員
又
は

所
属
員
が
当
該
団
地
に
店
舗
を
設
置
す
る
こ
と
。

（
共
同
店
舗
等
整
備
計
画
の
認
定
の
基
準
）

第
四
条
　
法
第
四
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、

同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
組
合
が
作
成
す
る
共
同
店
舗
等

整
備
計
画
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
当
該
組
合
の
組
合
員
の
数
が
経
済
産
業
省
令
で
定

め
る
数
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二
　
当
該
組
合
の
組
合
員
の
三
分
の
二
以
上
が
中
小
小

売
商
業
者
又
は
中
小
サ
ー
ビ
ス
業
者
で
あ
り
、
か

つ
、
中
小
小
売
商
業
者
の
数
が
中
小
サ
ー
ビ
ス
業
者

の
数
以
上
で
あ
る
こ
と
。

三
　
法
第
四
条
第
七
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
が
振
興

指
針
に
照
ら
し
て
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
法
第
四
条
第
七
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る

事
項
が
当
該
事
業
を
確
実
に
遂
行
す
る
た
め
に
適
切

な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五
　
当
該
組
合
の
組
合
員
で
あ
つ
て
中
小
小
売
商
業
者

で
あ
る
も
の
の
す
べ
て
が
当
該
共
同
店
舗
に
お
い
て

小
売
業
に
属
す
る
事
業
を
営
む
こ
と
。

六
　
当
該
共
同
店
舗
の
う
ち
小
売
業
に
属
す
る
事
業
の

用
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
が
経
済
産
業
省
令
で
定

め
る
面
積
以
上
で
あ
る
こ
と
。

２
　
法
第
四
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
同
項

第
二
号
に
掲
げ
る
組
合
が
作
成
す
る
共
同
店
舗
等
整
備

計
画
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
当
該
組
合
の
組
合
員
の
数
が
経
済
産
業
省
令
で
定

め
る
数
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二
　
当
該
組
合
が
中
小
小
売
商
業
者
で
あ
る
こ
と
。

三
　
法
第
四
条
第
七
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
が
振
興

指
針
に
照
ら
し
て
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
法
第
四
条
第
七
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る

事
項
が
当
該
事
業
を
確
実
に
遂
行
す
る
た
め
に
適
切

な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五
　
当
該
組
合
が
当
該
店
舗
を
主
と
し
て
小
売
業
に
属

す
る
事
業
の
用
に
供
す
る
こ
と
。

六
　
当
該
店
舗
の
う
ち
小
売
業
に
属
す
る
事
業
の
用
に

供
す
る
部
分
の
床
面
積
が
前
項
第
六
号
の
経
済
産
業

省
令
で
定
め
る
面
積
以
上
で
あ
る
こ
と
。

３
　
法
第
四
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
同
項

第
三
号
に
掲
げ
る
中
小
小
売
商
業
者
が
当
該
合
併
又
は

出
資
を
し
よ
う
と
す
る
他
の
中
小
小
売
商
業
者
と
共
同

し
て
作
成
す
る
共
同
店
舗
等
整
備
計
画
及
び
同
項
第
四

号
に
掲
げ
る
会
社
が
作
成
す
る
共
同
店
舗
等
整
備
計
画

に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
当
該
合
併
若
し
く
は
出
資
を
し
よ
う
と
し
、
又
は

当
該
出
資
を
し
て
い
る
中
小
小
売
商
業
者
の
数
が
経

済
産
業
省
令
で
定
め
る
数
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二
　
出
資
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
会
社
又
は
法
第
四
条
第

三
項
第
四
号
に
掲
げ
る
会
社
に
あ
つ
て
は
、
中
小
小

売
商
業
者
の
所
有
に
係
る
当
該
会
社
の
株
式
の
数
の

当
該
会
社
の
発
行
済
株
式
の
総
数
に
対
す
る
割
合
又

は
中
小
小
売
商
業
者
の
当
該
会
社
へ
の
出
資
の
金
額

の
当
該
会
社
の
出
資
の
総
額
に
対
す
る
割
合
が
十
分

の
七
以
上
で
あ
る
こ
と
。

三
　
法
第
四
条
第
七
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
が
振
興

指
針
に
照
ら
し
て
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
法
第
四
条
第
七
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る

事
項
が
当
該
事
業
を
確
実
に
遂
行
す
る
た
め
に
適
切

な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五
　
法
第
四
条
第
三
項
第
三
号
イ
に
定
め
る
事
業
に
あ

つ
て
は
、
同
号
イ
に
規
定
す
る
会
社
が
当
該
店
舗
を

主
と
し
て
小
売
業
に
属
す
る
事
業
の
用
に
供
す
る
こ

と
。

六
　
法
第
四
条
第
三
項
第
三
号
ロ
に
定
め
る
事
業
又
は

同
項
第
四
号
に
定
め
る
事
業
に
あ
つ
て
は
、
当
該
共

同
店
舗
が
主
と
し
て
同
項
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
会

社
若
し
く
は
そ
の
会
社
に
出
資
し
よ
う
と
す
る
中
小

小
売
商
業
者
又
は
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
会
社
若
し

く
は
そ
の
会
社
に
出
資
し
て
い
る
中
小
小
売
商
業
者

が
営
む
小
売
業
に
属
す
る
事
業
の
用
に
供
さ
れ
る
こ

と
。

七
　
当
該
店
舗
又
は
共
同
店
舗
の
う
ち
小
売
業
に
属
す

る
事
業
の
用
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
が
第
一
項
第

六
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
面
積
以
上
で
あ
る

こ
と
。

（
電
子
計
算
機
利
用
経
営
管
理
計
画
の
認
定
の
基
準
）

第
五
条
　
法
第
四
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、

同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
組
合
等
が
作
成
す
る
電
子
計
算

機
利
用
経
営
管
理
計
画
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。

一
　
当
該
組
合
等
の
組
合
員
又
は
所
属
員
の
数
が
主
務

省
令
で
定
め
る
数
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二
　
当
該
組
合
等
の
組
合
員
又
は
所
属
員
の
四
分
の
三

以
上
が
中
小
小
売
商
業
者
で
あ
る
こ
と
。

三
　
法
第
四
条
第
七
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
が
振
興

指
針
に
照
ら
し
て
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
法
第
四
条
第
七
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る

事
項
が
当
該
事
業
を
確
実
に
遂
行
す
る
た
め
に
適
切

な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２
　
法
第
四
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
同
項

第
二
号
に
掲
げ
る
組
合
等
又
は
中
小
小
売
商
業
者
が
当

該
出
資
を
し
よ
う
と
す
る
他
の
組
合
等
又
は
中
小
小
売

商
業
者
と
共
同
し
て
作
成
す
る
電
子
計
算
機
利
用
経
営

管
理
計
画
及
び
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
会
社
が
作
成
す

る
電
子
計
算
機
利
用
経
営
管
理
計
画
に
つ
い
て
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
当
該
出
資
を
し
よ
う
と
し
、
又
は
当
該
出
資
を
し

て
い
る
組
合
等
の
中
小
小
売
商
業
者
で
あ
る
組
合
員

若
し
く
は
所
属
員
又
は
中
小
小
売
商
業
者
の
数
が
主

務
省
令
で
定
め
る
数
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二
　
組
合
等
若
し
く
は
中
小
小
売
商
業
者
の
所
有
に
係

る
当
該
会
社
の
株
式
の
数
の
当
該
会
社
の
発
行
済
株

式
の
総
数
に
対
す
る
割
合
又
は
組
合
等
若
し
く
は
中

小
小
売
商
業
者
の
当
該
会
社
へ
の
出
資
の
金
額
の
当

該
会
社
の
出
資
の
総
額
に
対
す
る
割
合
が
十
分
の
七

以
上
で
あ
る
こ
と
。

三
　
当
該
出
資
を
し
よ
う
と
し
、
又
は
当
該
出
資
を
し

て
い
る
者
（
組
合
等
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
組
合
員
又

は
所
属
員
）
の
四
分
の
三
以
上
が
中
小
小
売
商
業
者

で
あ
る
こ
と
。

四
　
法
第
四
条
第
七
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
が
振
興

指
針
に
照
ら
し
て
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五
　
法
第
四
条
第
七
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る

事
項
が
当
該
事
業
を
確
実
に
遂
行
す
る
た
め
に
適
切

な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
連
鎖
化
事
業
計
画
の
認
定
の
基
準
）

第
六
条
　
法
第
四
条
第
五
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
当
該
連
鎖
化
事
業
の
加
盟
者
の
数
が
主
務
省
令
で

定
め
る
数
以
上
で
あ
る
こ
と
。
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二
　
当
該
連
鎖
化
事
業
の
加
盟
者
の
十
分
の
七
以
上
が

中
小
小
売
商
業
者
で
あ
る
こ
と
。

三
　
法
第
四
条
第
七
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
が
当
該

連
鎖
化
事
業
を
効
率
的
に
実
施
す
る
た
め
に
適
切
な

も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
法
第
四
条
第
七
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る

事
項
が
当
該
事
業
を
確
実
に
遂
行
す
る
た
め
に
適
切

な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
特
定
会
社
の
要
件
）

第
七
条
　
法
第
四
条
第
六
項
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、

中
小
企
業
者
以
外
の
会
社
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に

お
い
て
「
大
企
業
者
」
と
い
う
。
）
の
所
有
に
係
る
当

該
会
社
の
株
式
の
数
の
当
該
会
社
の
発
行
済
株
式
の
総

数
に
対
す
る
割
合
又
は
大
企
業
者
の
当
該
会
社
へ
の
出

資
の
金
額
の
当
該
会
社
の
出
資
の
総
額
に
対
す
る
割
合

が
二
分
の
一
未
満
で
あ
る
こ
と
（
独
立
行
政
法
人
中
小

企
業
基
盤
整
備
機
構
が
出
資
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
の
出
資
後
に

お
い
て
、
大
企
業
者
の
所
有
に
係
る
当
該
会
社
の
株
式

の
数
の
当
該
会
社
の
発
行
済
株
式
の
総
数
に
対
す
る
割

合
又
は
大
企
業
者
の
当
該
会
社
へ
の
出
資
の
金
額
の
当

該
会
社
の
出
資
の
総
額
に
対
す
る
割
合
が
二
分
の
一
未

満
と
な
る
こ
と
が
確
実
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
）
と
す

る
。

（
商
店
街
整
備
等
支
援
計
画
の
認
定
の
基
準
）

第
八
条
　
法
第
四
条
第
六
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
法
第
四
条
第
七
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
が
振
興

指
針
に
照
ら
し
て
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
法
第
四
条
第
七
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る

事
項
が
当
該
事
業
を
確
実
に
遂
行
す
る
た
め
に
適
切

な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
法
第
四
条
第
六
項
の
特
定
会
社
が
当
該
事
業
を
実

施
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
当
該
特
定
会
社
に
出
資
し
よ
う
と
し
、
又
は
出

資
し
て
い
る
者
の
三
分
の
二
以
上
が
中
小
企
業
者

で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
大
企
業
者
が
当
該
特
定
会
社
の
最
大
株
主
又
は

最
大
出
資
者
と
な
ら
な
い
こ
と
。

ハ
　
い
ず
れ
の
大
企
業
者
に
つ
い
て
も
、
そ
の
所
有

に
係
る
当
該
特
定
会
社
の
株
式
の
数
の
当
該
特
定

会
社
の
発
行
済
株
式
の
総
数
に
対
す
る
割
合
又
は

そ
の
当
該
特
定
会
社
へ
の
出
資
の
金
額
の
当
該
特

定
会
社
の
出
資
の
総
額
に
対
す
る
割
合
が
経
済
産

業
省
令
で
定
め
る
割
合
未
満
で
あ
る
こ
と
。

四
　
共
同
店
舗
を
設
置
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
の

い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
当
該
共
同
店
舗
に
お
い
て
事
業
を
営
む
者
の
三

分
の
二
以
上
が
中
小
小
売
商
業
者
又
は
中
小
サ
ー

ビ
ス
業
者
で
あ
り
、
か
つ
、
中
小
小
売
商
業
者
の

数
が
中
小
サ
ー
ビ
ス
業
者
の
数
以
上
で
あ
る
こ

と
。

ロ
　
当
該
共
同
店
舗
の
う
ち
小
売
業
に
属
す
る
事
業

の
用
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
が
第
四
条
第
一
項

第
六
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
面
積
以
上
で

あ
る
こ
と
。

（
認
定
計
画
の
変
更
等
）

第
九
条
　
法
第
四
条
第
一
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
に

よ
る
認
定
を
受
け
た
者
、
同
条
第
三
項
第
三
号
イ
若
し

く
は
ロ
若
し
く
は
第
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
会
社
又

は
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
特
定
会
社
は
、
同
条
第
一

項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
高

度
化
事
業
計
画
（
次
項
に
お
い
て
「
認
定
計
画
」
と
い

う
。
）
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
変
更

が
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
要
件
に
適
合
す

る
も
の
で
あ
る
旨
の
経
済
産
業
大
臣
（
法
第
四
条
第
四

項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
高
度
化

事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
主
務
大
臣
）
の
認
定

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
経
済
産
業
大
臣
又
は
主
務
大
臣
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
法

第
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
若
し
く
は
第
六
項
の

規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
者
、
同
条
第
三
項
第
三
号

イ
若
し
く
は
ロ
に
規
定
す
る
会
社
若
し
く
は
同
条
第
六

項
に
規
定
す
る
特
定
会
社
又
は
同
条
第
四
項
若
し
く
は

第
五
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
者
若
し
く
は
同

条
第
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
会
社
が
当
該
認
定
計
画

（
当
該
認
定
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
前
項
の
規
定
に
よ

る
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
）
に

従
つ
て
高
度
化
事
業
を
実
施
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と

き
は
、
そ
の
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
法
第
四
条
第
八
項
の
規
定
は
、
同
条
第
三
項
又
は
第

六
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
高
度
化
事
業
計
画

に
係
る
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
及
び
前
項
の
規
定

に
よ
る
認
定
の
取
消
し
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
保
険
料
率
）

第
十
条
　
法
第
五
条
の
三
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
率

（
次
項
に
お
い
て
「
保
険
料
率
」
と
い
う
。
）
は
、
保
証

を
し
た
借
入
れ
の
期
間
（
中
小
企
業
信
用
保
険
法
施
行

令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
五
十
号
）
第
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
借
入
れ
の
期
間
を
い
う
。
）
一
年
に

つ
き
、
中
小
企
業
信
用
保
険
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

第
二
百
六
十
四
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
普
通

保
険
及
び
同
法
第
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
無
担

保
保
険
（
次
項
に
お
い
て
「
無
担
保
保
険
」
と
い
う
。
）

に
あ
つ
て
は
〇
・
四
一
パ
ー
セ
ン
ト
（
手
形
割
引
等
特

殊
保
証
（
同
令
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
手
形
割
引

等
特
殊
保
証
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
当
座
貸
越

し
特
殊
保
証
（
同
令
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
当
座

貸
越
し
特
殊
保
証
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
場
合
は
、

〇
・
三
五
パ
ー
セ
ン
ト
）
、
同
法
第
三
条
の
三
第
一
項

に
規
定
す
る
特
別
小
口
保
険
に
あ
つ
て
は
〇
・
一
九
パ

ー
セ
ン
ト
（
手
形
割
引
等
特
殊
保
証
及
び
当
座
貸
越
し

特
殊
保
証
の
場
合
は
、
〇
・
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
）
と
す

る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
債
務
の
保
証
を
受
け

た
中
小
企
業
者
が
中
小
企
業
信
用
保
険
法
第
三
条
の
二

第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
要
件
を
備
え
て
い

る
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
無
担
保
保
険
の
保
険
関

係
に
つ
い
て
の
保
険
料
率
は
、
前
項
に
定
め
る
率
に
そ

れ
ぞ
れ
〇
・
〇
六
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
加
え
た
率
と
す

る
。

（
都
道
府
県
又
は
市
が
処
理
す
る
事
務
）

第
十
一
条
　
法
第
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第

六
項
、
法
第
十
三
条
第
一
項
並
び
に
第
九
条
第
一
項
及

び
第
二
項
に
規
定
す
る
経
済
産
業
大
臣
の
権
限
に
属
す

る
事
務
並
び
に
法
第
四
条
第
八
項
（
第
九
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
経
済

産
業
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務
又
は
所
管
大
臣
の
権

限
に
属
す
る
事
務
は
、
当
該
高
度
化
事
業
計
画
に
係
る

施
設
又
は
設
備
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事

（
当
該
高
度
化
事
業
計
画
に
係
る
全
て
の
施
設
又
は
設

備
の
所
在
地
が
一
の
市
の
区
域
に
属
す
る
場
合
に
あ
つ

て
は
、
当
該
所
在
地
を
管
轄
す
る
市
長
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
が
行
う
こ
と
と
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
は
、
法
中
前
段
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
経

済
産
業
大
臣
又
は
所
管
大
臣
に
関
す
る
規
定
は
、
都
道

府
県
知
事
に
関
す
る
規
定
と
し
て
都
道
府
県
知
事
に
適

用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
八
年
一
〇
月
一
五
日
政
令
第

三
一
〇
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
四
年
一
二
月
七
日
政
令
第
二

八
九
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
五
月
一
九
日
政
令
第
一

七
五
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
七
月
三
一
日
政
令
第
二
五

四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
中
小
小
売
商
業
振
興
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
八
十
四
号
）
の

施
行
の
日
（
平
成
三
年
八
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
三
月
二
九
日
政
令
第
一
三

〇
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
一
二
月
二
七
日
政
令
第
四

三
六
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
六
月
二
三
日
政
令
第
二

〇
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
一
年
七
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
二
月
三
日
政
令
第
三

八
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
二
月
三
日
政
令
第
三

八
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
二
九
日
政
令
第
一

三
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
七
日
政
令
第
三
一

一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日

（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
五
月
二
六
日
政
令
第
一

八
一
号
）
　
抄

こ
の
政
令
は
、
機
構
の
成
立
の
時
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一

〇
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
四
月
二
六
日
政
令
第
一

八
〇
号
）
　
抄

2



（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
会
社
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十

八
年
五
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
三
〇
日
政
令
第
九

二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
三
月
三
〇
日
政
令
第
四

九
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
成
立
し
て
い
る
保
険
関

係
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
三
月
三
〇
日
政
令
第
九

六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
中
小
小
売
商
業
振
興
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う

経
過
措
置
）

第
五
条
　
施
行
日
前
に
中
小
小
売
商
業
振
興
法
第
四
条
第

一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項

（
中
小
小
売
商
業
振
興
法
施
行
令
第
九
条
第
三
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
十
三
条

第
一
項
若
し
く
は
同
令
第
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
行
っ
た
認
定
そ
の

他
の
行
為
又
は
同
法
第
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で

若
し
く
は
第
六
項
若
し
く
は
同
令
第
九
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
に
対
し
て
行
っ
た
認
定
の
申

請
で
、
施
行
日
以
後
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
市
長
が
行

う
こ
と
と
な
る
事
務
に
係
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ

ら
の
規
定
に
よ
り
当
該
市
長
が
行
っ
た
認
定
そ
の
他
の

行
為
又
は
当
該
市
長
に
対
し
て
行
っ
た
認
定
の
申
請
と

み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
九
月
一
九
日
政
令
第
二

七
六
号
）

こ
の
政
令
は
、
小
規
模
企
業
の
事
業
活
動
の
活
性
化

の
た
め
の
中
小
企
業
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等

の
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
五
年
九
月
二
十
日
）

か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
二
月
一
六
日
政
令
第
三
二

号
）

こ
の
政
令
は
、
中
小
企
業
信
用
保
険
法
及
び
株
式
会

社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
令
和
五
年
法
律
第
六
十
一
号
）
の
施
行
の
日
（
令
和

六
年
三
月
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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